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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ６ 月は環境月間 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
　「ストップ地球温暖化・箱根ノーマイカー通勤
ウィーク」に取り組んでいただける事業所を募集
しています。
　 6 月 5 日は「世界環境デー」です。これは昭和
47年にストックホルムで開催された「国連人間環
境会議」を記念して定められたものです。日本
では、この日を「環境の日」、 6 月の 1 か月間を
「環境月間」とし、環境についての関心と理解を
深めるとともに、環境活動への意欲を高めるため、
さまざまな催しが行われています。
　町では、平成21年度から「環境先進観光地」の
実現に向け、各種施策を推進しています。
　町内事業所への通勤者が参加する地球温暖化対
策として、「ストップ地球温暖化・箱根ノーマイ
カー通勤ウィーク」を実施します。
○ノーマイカー通勤とは
　通常、マイカーを主たる交通手段としているが、
一時的にマイカー通勤を控え、他の代替交通手段
（公共交通機関の利用または、徒歩、自転車、相
乗りなど）を利用して通勤することをいいます。

○平成３０年度ノーマイカー通勤ウィーク実施期間
　 6 月 5 日㈫～ 6 月11日㈪
　（次回予定：12月 4 日㈫～12月10日㈪）
　※ 1 ： 実施期間中にノーマイカー通勤を 1 日以

上実施していただきます。
　※ 2 ： 地理的条件や仕事の都合、また、託児な

どの家庭の事情でマイカー通勤が必要な
方も、できる範囲で構いませんので参加
してください。

応募資格　箱根町内に所在する事業所で、年 2 回
（ 6 月：環境月間、12月：地球温暖化防止月間）
の実施期間中にノーマイカー通勤を実施し、ご報
告いただける事業所。
申込方法　 6 月 4 日㈪までにＦＡＸ（85－6814）ま
たはＥメール（kankyou@town.hakone.kanagawa.
jp）により、下記の「参加申込書」の様式を参考
にしていただき、環境課へ申し込んでください。
申込方法など詳細は、箱根町のホームページを確
認してください。
 照会先　環境課☎85－9565

平成３０年度　箱根ノーマイカー通勤ウィーク 参加申込書 
事業所名
所 在 地
従業者数 人 うちマイカー通勤者数 人
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　 6 月は、「二輪車交通事故防止強化月
間」、「暴走族追放強化月間」です。
　箱根町内では、今年に入り、オート
バイが関係する事故で 1 名が亡くなっ
ています。
　箱根の道は見通しが悪いため、カー
ブ手前では減速し、無理な追い越しや
スピードの出し過
ぎは絶対にやめま
しょう！
　事故によって一
瞬であなたの人生
が変わります。そ
して、あなただけ
ではなく、周りの人も辛く、悲しい思
いをすることを肝に銘じ、安全運転を
心掛けてください。

６ 月 １ 日㈮～３０日㈯

二輪車交通事故防止強化月間
暴 走 族 追 放 強 化 月 間

町民交通傷害保険の加入を受け付けています
　町民交通傷害保険の加入申し込みを総務防災課町民係および出
張所で随時受け付けています。
　少額の保険料で加入できますので、万一の交通事故に備え、家
族みんなで加入しましょう。
対象者　町内在住の方および町内に通勤・通学している方
加入期間　加入日～平成31年 3 月31日㈰
保険料　 6 月中に加入される方は 1 口 400円です。
※保険料は、月ごとに 1 口 40円減額されます。
※ 1 人 2 口まで加入できます。
保険の対象　被保険者が、国内での車両（電車・自動車・二輪車・
自転車など）の衝突および横転事故、または歩行中の車両との接
触事故に遭われた場合、保険金が支払われます。ただし、航空機・
船舶などによる事故は支払いの対象外です。
支払われる保険金（加入口数 1口につき）
○ 死亡または事故による後遺障害認定を受けた場合 100万円
○ けがにより 1 日以上通院・入院した場合 5,000円～12万円
※治療期間によって金額は変わります。
その他　この保険は、他の保険（健康・労災・生命・傷害・自動
車保険）などと関係なく、保険金が支払われます。
� 照会先　総務防災課町民係☎85―7160


